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（2010 年 6 月 14 日掲載） 

 

No.3 2008 年の改正介護保険法および改正老人福祉法の概要 

解答 (1)改正の目的 

・訪問介護最大手コムスンの不祥事を受けて，介護サービス事業者の不正事案の再発を防止

し，介護事業運営の適正化を図るため，法令遵守等の業務管理体制整備の義務付け，事業者

の本部等に対する立入検査権の創設，不正事業者による処分逃れ対策などを目的として改正

が行われた。 
 

(2)施行期日 

・2009年5月1日 

 

(3解決すべき問題点，改正のポイント，主な内容 

区 分 解決すべき問題点 改正のポイント 主な内容 

①業務

中の管

理体制 

■事業者の法令遵

守が不十分である 

■業務管理 

の体制整備 

○新たに事業者単位の規制として法令

遵守の義務の履行が確保されるよう，業

務管理体制の整備を義務付け等 

○事業者の規模に応じた義務 

②監査

指導時 

■事業者の本部へ

の検査権限がない 

→不正行為への組

織的な関与が確認で

きない 

■本部への立入

検査等 

○不正行為への組織的な関与が疑われ

る場合は，国，都道府県，市町村の事業

者の本部への立入検査権を創設 

○業務管理体制に問題がある場合は，

国，都道府県，市町村による事業者に対

する是正勧告・命令権を創設 

③監査

中の事

業廃止

等 

■不正事業者による

処分逃れ 

→監査中の廃止届

により処分ができな

い 

→同一法人グループ

への譲渡に制限が

ない 

■処分逃れ対策 ○事業所の廃止届を事後届出制から事

前届出制へ。また，立入検査中に廃止届

を出した場合を指定・更新の欠格事由に

追加等 

○指定取消を受けた事業者が密接な関

係にある者に事業移行する場合につい

て，指定・更新の欠格事由に追加 

④指定・ ■｢一律｣連座制の ■指定・更新の欠 ○いわゆる連座制の仕組みは維持し，不
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更新時 問題 

→組織的な不正行

為の有無に関わらず

一律連座 

→一自治体の指定

取消が、他の自治体

の指定権限を過度に

制限 

格事由の見直し 正行為への組織的な関与の有無を確認

し，自治体が指定・更新の可否を判断 

○広域的な事業者の場合は，国，都道

府県，市町村が十分な情報共有と緊密

な連携の下に対応 

⑤廃止

時のサ

ービス確

保 

■事業廃止時のサ

ービス確保対策が不 

十分 

■サービス確保対

策の充実 

○事業廃止時のサービス確保に係る事

業者の義務を明確化 

○事業者がサービス確保の義務を果た

していない場合を，勧告・命令の事由に

追加 

○行政が必要に応じて事業者の実施す

る措置に対する支援を行う 
 

（参考：社会保障審議会介護保険部会資料 等） 
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